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旨
ヲ
健
康
保
険
署
長
又
ρ

健
康
保
険
組
合

a
周
由
ツ
ヘ
レ

被
保
険
者
其
ノ
費
持
ヲ
喪
先
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
揖
ノ
保
険
者
品
艶
匝
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
被
保
険
者
離
7
十
日
以
内
晶
健
康
保
険
署
長
又
ハ

健
康
保
険
組
合
三
遇
制
ス
《
シ
但
シ
者
格
喪
長
後
引
離
キ
保
険
給
付
ヲ

第
二
十
四
巻

四
三
三

第

親

四
五
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法

告

第
ニ
十
四
谷

四
=
一
四

t再

就

四
r、

受
ク
ル
者
=
在
リ
ア
ρ

比
ノ
給
付
ヲ
畳
ケ
サ
ル
-
-
重
り
タ
ル
日
ヨ
り
中
第
二
十
六
僚
組
合
告
併
ノ
認
可
巾
請
書
一
一

ρ

骨
俳
ス
ル
各
組
合
ノ
名
稽

日

以

内

一

一

括

制

ス

へ

シ

及

仙

保

険

者

ノ

貝

蜘

蛇

合

併

後

存

続

ス

ル

組

合

文

子

音

明

白

山

リ

テ

成

前
羽
ノ
育
祐
史
火
ノ
M
品
川
托
亡
ナ
ル

i
キ
ハ
四
月
砕
料

X
ハ
他
棋
保
険
比
一
立
ス
ル
机
合
ノ
名
和
ヲ
花
鵡
シ
左
品
目
制
ク
ル
書
知
γ
添
附
λ

ヘ
シ

第
四
十

h
保
第
二
項
若
ハ
同
法
第
五
十
六
峠
第
三
羽
ノ
叫
非
批
ノ
宜
給
一
一
合
併
後
孟
於
ケ
ル
事
業
計
到
帯

ヲ
受
ク
ヘ
キ
唱
一
一
於
テ
其
ノ
前
求
ノ
蹴
被
保
険
布
詮
7
逗
納
ス
ヘ
シ
一
一
一
認
可
巾
耐
前
一
月
以
内
ノ
山
和
ヱ
於
一
ア
訓
製
シ
タ
ル
脊
組
合
ノ
川

第

三

事

位

以

保

険

組

合

一

位

目

録

第
二
寸
凹
降
臨
山
保
険
制
骨
設
立
ノ
臨
可
巾
し
副
書
一
一
円
左
一
一
拍
ク
ル
者
一
=
了
合
併
一
白
川
内
リ
テ
成
立
ス
ル
組
合
ア
ル
場
合
ニ
一
世
テ
ハ

Hh
ノ
制
〈
H

ノ

制
ヲ
添
附
λ

へ
シ
也
シ
世
康
保
険
以
第
一
一
一
寸
ニ
降
ノ
脱
記
ロ
位
リ
組
合
一
坦
約
、
保
険
特
市
比
比
ノ
計
算
ノ
拡
世
ツ
五
シ
タ
ル
山
首
而
此
初
年
山

設
立
ノ
認
可
中
山
ツ
泊
ス
場
合
=
品
目
ヰ
ム
第
五
腕
及
都
大
蛾
ノ
書
知
山
一
ノ
牧
人
文
日
ノ
怯
算

之

リ

ア

添

附

ス

ル

コ

ト

ヲ

叫

ヒ

ス

一

合

側

後

合

前

倒

ス

ル

刺

合

ア

ル

場

合

=

品

目

テ

山

合

併

一

一

作

フ

地

約

鎚

単

ノ

一

規

約

詰

吋

則

前

ハ

合

俳

ノ

認

可

巾

前

Lr
同
時
ニ
之
ヲ
焔
λ

へシ

ニ

事

業

出

品

喜

一

第

二

十

七

時

組

合

分

制

ノ

認

可

巾

前

書

ユ

ハ

分

割

入

ル

制

合

、

分

制

世

一
一
一
保
除
料
申
及
拡
/
計
算
ノ
払
礎
三
日
シ
Hr

ル

番

町

一

有

誠

λ

ル
組
合
及
分
割
一
一
凶
リ
芳
成
立
λ

ル
組
合
ノ
名
制
及
被
保
険
有

凶

初

年

此

ノ

牧

入

宝

山

ノ

品

開

非

ノ

国

政

プ

間

輸

シ

定

一

一

品

ク

ル

高

知

ヲ

締

附

ス

ヘ

シ

五
位
以
保
険
叫
他
行

h

甘
い
十
一
統
ノ
者
而
ノ
潟
(
被
梓
険
者
一
一
詮
刊
一
分
割
後
z

於
ケ
ル
持
制
合
ノ
事
業
計
引
封
書

ノ
年

H
H
プ
刊
誠
九
ル
コ

1
)

二
認
可
巾
品
前
一
月
以
内
ノ
叫

h
ェ於一
T
W
州
製
シ
グ
ル
分
訓
九
ル
制

大

組

合

ノ

設

'
4
-
H位
山
保
険
法
部
二
十
九
除
第
一
一
羽
F
同
志
ア
リ

A
日
ノ
財
政
目
錨

グ

ル

コ

ト

ヲ

訟

ム

ル

ユ

一

品

ル

高

知

三

分

割

一

一

川

り

一

ア

成

立

ス

ル

帆

合

ノ

放

総

ス

ル

地

利

義

務

ノ

限

度

ヲ

郡
一
一
十
五
時
位
以
保
険

t
x
ハ
之
一
一
悲
ク
命
令
ノ
規
定
二
怖
リ
組
合
一
一
示
シ
タ
ル
書
而

ぬ
ア
民
廿
JH蹴
ノ
一
柑
司
ヲ
受
ク
九
キ
事
羽
ヵ
組
令
官
ノ
議
決
7
料
タ
ル
凶
分
制
一
一
同
リ
ア
成
立
ス
ル
組
合
ノ
叫
約
.
保
険
料
中
及
北
(
ノ
計
算

手
ノ
ナ
ル
ト
キ
ρ

巾
副
書
一
一
其
ノ
合
議
体
ノ
筑
ヲ
添
附
λ

へ

ノ

基

嘩

ヲ

示

ン

グ

ル

k
h
而
封
初
年
度
ノ
収
入
支
出
ノ
強
訴

認
可
巾
前
ヲ
泊
ス
〈
キ
事
羽
力
他
民
相
険
怯
施
行
令
部
山
十
峠
ノ
規
定
前
蹄
第
一
羽
ノ
税
見
山
分
割
後
存
蹴
ス
ル
机
A
N

ノ
分
制
一
一
件
7
規
約
槌

一
一
依
り
則
市
中
市
司
決
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル

1
キ
ハ
山
尚
喜
ニ
一
帯
決
F

瑚
山
ヲ
ム
此
ノ
泌
可
中
市
山
一
一
之
ヲ
準
川
λ

記

載

シ

タ

ル

書

珂

ヲ

前

附

ス

へ

シ

郁

二

十

八

蹄

組

合

併

散

ノ

認

可

中

請

書

一

一

ハ

解

恥

λ

ル
組
合
ノ
名
制
及
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叫
阿
保
険
必
ノ
引
脚
ヲ
訓
山
城
シ
認
白
川
占
巾
前
削
一
月
以
内
ノ
現
在
一
一
於
テ
調
停
三
十
四
路
収
入
支
出
ノ
故
却
山
政
式
節
じ
杭
一
一
位
リ
之
ヲ
調
製
シ
品

製
シ
タ
ル
川
出

H
録

ヲ

添

附

ス

へ

シ

年

一

円

木

日

記

一

一

必

可

巾

前

ヲ

綿

ス

ヘ

μv

部
ニ
サ
九
州
問
被
保
険
者
グ
ル
組
合
目
仙
叫
ナ
キ
一
一
豆
リ
タ
ル
活
組
合
解
-
第
一
一

f
五
時
保
除
料
半
ノ
一
認
可
中
前
持
=
内
叶
鉢
ノ
拡
礎
ヲ
一
不
シ
タ
ル

政
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
札
ハ
ノ
事
山
、
削
合
ノ
名
栂

A
解
放
ノ
年
月
日
ヲ
聞
事
一
帯
而
ヲ
添
附
ス
へ
シ

タ
リ
シ
者
一
一
品
テ
遅
滞
ナ
ク
内
務
十
八
日
一
一
屈
曲
ツ
へ
シ
一
部
三
十
六
路
決
算
ハ
酌
悼
式
部
七
腕
ニ
依
り
、
事
鵬
首
相
官
品
式
部
入
腕

前
羽
ノ
属
品
一
三
解
散

J
H
ノ
叫
布
一
一
位
リ
訓
製
シ
タ
ル
則
虚
目
録
ヲ
一
三
依
リ
年
度
制
地
後
三
月
内
一
一
之
ヲ
河
川
世

ν
北
ノ
組
合
ん
す
認
定
一
一
刊

添

附

ス

、

シ

一

ス

ヘ

シ

第
-
宇
崎
机
合
ノ
設
立
f

ル
山
菜
ノ
編
入
U
A

ハ
削
除
一
一
刷
工
畑
約
四
四
一
決
非
日
比
小
中
川
端
訓
告
円
組
合
合
ノ
認
定
フ
魁
タ
ル
後
迎
川
W
P
ク
之
ヲ
川
合

史
ノ
訓
出
品
'
L
凶
作
山
一
一
ハ
左
一
一
制
タ
ル
市
川
知
ツ
添
附
三
シ
一
川
民
泊
一
凶
山
ッ
:

一
川
約
一
世
史
後
=
於
ウ
ル
事
許
主

t
一

前

二

割
J

規
定
一
依
リ
事
業
報
告
ヲ
組
令
官
ノ
翌
日
付
シ
告
別
官

二
位
出
保
険
凶
施
行
令
部
じ
寸
保
ノ
書
而
ノ
叫
(
M
世
保
険
者
一
一
弘

f
一

周

μ
4
H
Z
U畑
山
ツ
ル
場
合
一
一
日
酔
テ
ハ
之
ヲ
年
成
末
現
在
一
一
位
リ
制
製
シ

ノ
悼
月
日
ヲ
泊
峨
λ

ル

コ

ト

)

一

タ

ル

財

産

口

組

ヲ

添

附

ス

ヘ

シ

三
事
業
ノ
制
人
U
A

ハ
削
除
ニ
什
他
民
保
険
出
施
行
令
山
時
点
十
七
陣
A
V

一
部
三
十
七
山
崎
則
出
目
録
ρ

様
式
第
九
脱
一
一
依
リ
之
ヲ
訓
製
ス
八

V

一
説
ノ
出
足
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
泊
ム
ル
ユ
円
土
古
制
一
部
一
一
干
入
臨
組
合
ρ

事
業
執
今
一
一
付
組
合
宵
ノ
認
定
ツ
経
タ
ル
ト
キ
ハ

節
三
十
一
昨
組
合
合
叫
正
ハ
分
制
シ
タ
ル
場
合
L

於
テ
ハ
即
事
正
ハ
四
一
年
民
本
地
在
二
世
リ
調
製
シ
タ
ル
財
成
日
蝕
ト
井
一
↓
之
ツ
公
一
市
λ

へレ

事
タ
リ
シ
者
ノ
怜
つ
組
合
員
タ
リ
シ
柚
保
険
者
ノ
際
問
ヲ
哲
学
ス
ル
組
一
第
一
一
一
十
九
偽
組
合
川
第
三
十
六
位
ノ
規
定
一
一
杭
リ
事
業
判
官
ヲ
訓
製
シ

合
ノ
削
劫
一
一
雪
組
市
ナ

1
7
2
J引
継

ヲ

伺

ス

ヘ

シ

一

タ

ル

ト

土

器

ナ

タ

之

ヲ

監

周

何

者

一

一

昔

ス

ヘ

シ

事
務
引
悩
完
了
シ
タ
ル
i
キ
ハ
引
継
ヲ
鴻
シ
タ
ル
占
及
引
継
ヲ
受
ケ
タ
一
部
同
f
僚

組

合

ρ

慌
式
第
十
銃
二
依
リ
毎
月
ノ
事
業
m
川
町
ヲ
笠
月
十
h

ル
者
辿
調
ノ
に
立
了
ノ
日
ヨ
リ
五
日
以
内
一
一
其
ノ
旨
ヲ
副
官
局
長
治
=
一
日
造
三
位
合
局
長
官
一
二
報
告
ス
へ
ジ

屑

山

ソ

ヘ

シ

一

第

四

十

一

時

組

合

同

陣

静

ハ

株

式

茄

十

一

蹴

二

日

杭

リ

之

Jγ

制
製
ス
へ
シ

第
三
イ
二
僚
制
限
ノ
規
定
戸
組
合
飾
品
血
シ
グ
ル
場
合
及
組
合
引
ノ
組
合
一
第
凹
士
瓦
肌
合
ρ
被
保
険
判
基
瞬
、
成
入
禅
、
故
山
排
具
現
金
山
納

ノ

設

立

ア

ル

卒

業

ヲ

削

除

シ

タ

ル

場

合

ニ

之

ヲ

半

周

ス

措

7
仰
フ
ヘ
シ

第
一
一
一
十
三
時
組
合
脅
ノ
合
議
鍛
品
ハ
議
長

A
出
席
議
員
二
人
以
上
之
-
一
前
項
ノ
帳
簿
ノ
様
式
円
別
=
之
ヲ
定
ム

署

名

丸

ヘ

シ

第

四

十

三

悼

組

合

ユ

於

テ

組

合

員

ノ

拙

刑

義

務

一

一

凶

λ

ル
規
定
ヲ
定
メ

法

令

第
二
十
四
巻

四一一一五
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法

骨

叉
山
政
麗
シ
タ
ル
ト
キ
ρ
週
滞
ヲ
ク
之
ヲ
世
曾
局
長
官
三
朝
骨
シ
且
組

合
員
品
周
知
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
四
十
四
時
議
員
又
ハ
理
事
就
職
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
組
合
れ
様
式
第
十
ニ

規
一
二
世

p
遇
措
市
ナ
ク
之
ヲ
枇
曾
局
長
官
ユ
眉
間
ツ
ヘ
シ

議
員
又
ρ

班
辛
抱
職
若
ρ

死
亡

ν
ダ
ル
ト
キ
又
山
理
事
長
就
職
、
迅
識

若
ハ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
組
合
ハ
週
滞
ナ
ク
其
ノ
旨
ヲ
枇
合
局
長
官
一
一

屑
出
ツ
へ
シ

第
四
車
保
険
時
付

第
四
十

E
飾
被
保
険
者
療
養
ノ
給
付
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ρ
保
険
者

ノ
指
定
シ
ダ
ル
皆
師
又
ハ
歯
科
儲
師
(
以
下
保
険
儲
ト
税
λ
)

昌
之
ヲ
申

出
ツ
ヘ
シ

前
項
J

申
幽
ヲ
儒
ス
場
合
=
於
テ
ρ
世
保
険
者
ハ
拙
保
険
者
控
ヲ
其
ノ

保
険
僻
=
提
出
λ

へ
シ
但
シ
巴
ム
ヲ
符
切
ル
事
山
フ
ル
ト
キ
ハ
此
J

限

-
一
在
ヲ
ス
此
ノ
場
合
Z

日
清
一
ア
ハ
共
ノ
事
向
止
ミ
タ
ル
徒
週
滞
ナ
タ
被
保

険
者
誼
ヲ
共
ノ
保
険
留
ニ
提
出
λ

ヘシ

健
康
保
険
法
施
行
令
部
七
蹄
ノ
規
定
一
一
曲
リ
内
務
大
臣
ノ
指
定
シ
タ
ル

共
済
組
合
ノ
組
合
員
タ
ル
被
保
険
者
第
一
項
ノ
申
聞
ヲ
矯
ス
場
合
二
町

一
一
ア
共
済
組
合
ヨ
リ
其
ノ
年
又
ρ

共
ノ
前
年
一
一
於
テ
給
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
者

一
一
在
リ
ア
円
共
F
給
付
，
F

内
容
及
川
問
ヲ
誼
ス
ル
書
而
ヲ
、
給
付
ヲ
曇

ケ
サ
ル
者
二
在
リ
テ
ハ
共
帥
組
合
ノ
組
骨
員
タ
ル
拙
保
険
者
ナ
ル
コ
ト

ヲ
誼
ス
ル
書
面
ヲ
世
保
険
者
置
工
刊
へ
提
出
ス
ヘ
シ
此
ノ
場
合
ユ
峠
テ

ハ
前
項
組
帯
ノ
規
定
7
準
用
ス

第
一
項
ノ
申
主
ヲ
録
ス
場
合
一
三
世
テ
暁
病
又
ハ
負
傷
カ
業
務
上
ノ
事
由

-
一
凶
ル
者
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
被
保
険
者
ρ

之
=
闘
ス
ル
事
業
主
ノ
誼
明
脊

第
二
十
回
答

四
三
六

四
乃島

第

披

ヲ
提
聞
及
へ
U
V

健
康
保
険
法
第
四
十
λ
保
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
組
嵐
シ
テ
療
養
ノ
給

付
ヲ
曇
タ
ル
コ
ト

7
得
ル
者
療
養
J

給
付
ヲ
受
ケ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ρ

共

J

給
付
ヲ
受
グ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
を
ノ
ナ
ル
ヨ
ト
ヲ
惇
険
者
品
川
崎
テ
承
認

シ
タ
ル
書
面
ヲ
提
示
シ
テ
之
ヲ
保
険
鑑
品
申
曲
ヅ
へ
シ

第
四
十
六
時
保
険
盤
被
保
険
者
=
封
シ
療
養
ヲ
鵠
サ
ザ
ル
一
-
豆
リ
タ
ル

ト
キ
ハ
週
滞
ナ
ク
被
保
険
者
詮
又
ρ
前
酪
第
三
項
ノ
番
問
ヲ
被
樺
験
者

-
一
一
週
溢
ス
へ
シ
但
シ
民
ノ
被
保
険
者
宛
亡

ν
タ
ル
ト
キ
ハ
坦
非
科
文
、

健
隣
保
険
訟
部
四
十
九
能
都
ニ
項
若
ρ
岡
松
第
五
十
古
住
第
二
項
ノ
叫

非
質
ノ
支
給
ヲ
提
ク
ヘ
キ
者
昌
之
7
抵
判
ス
へ
シ

保
険
揖
前
項
ノ
規
定
一
-
依
リ
被
保
険
者
誼
又
ρ

前
時
節
=
一
項
ノ
帯
雨
ヲ

沼
越
A

ル
ト
キ
ハ
被
保
険
者
詮
J

第
二
回
一
一
褐
ク
ル
事
項
ヲ
之
一
二
出
載

ス
内
シ

第
一
項
ノ
場
骨
三
世
一
ア
保
険
盤
第
四
十
七
時
第
二
胡
ノ
規
定
一
一
位
り
由
商

品
宮
越
明
書
ヲ
安
付
シ
タ
ル
毛
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
第
一
項
ノ
規
定
z
拘
ラ
ス

共
ノ
療
養
誼
明
書
ノ
岳
部
認
納
ア
リ
タ
ル
ト
キ
被
保
険
者
誼
又
円
前
協

俸
-
一
項
ノ
帯
面
7
謡
選
ス
へ
シ
但
シ
保
険
皆
箆
直
ノ
場
合
一
二
酔
ア
ハ
此

J

隅

z
在
ラ
ス

第
四
十
ヒ
時
保
険
欝
ノ
療
養
ヲ
長
タ
ル
植
保
険
者
同
時
一
一
也
ノ
埠
鴎
髄

一
一
就
キ
療
養
ヲ
受
タ
ル
ノ
品
製
ア
ル
ト
キ
山
被
保
険
者
誼
又
ρ

餌
凹
十

五
時
第
三
項
ノ
書
面
ヲ
保
管
ス
ル
保
険
随
一
一
就
キ
慌
式
第
十
三
銃
一
一
位

ル
捺
盤
詮
明
書
ノ
交
付
ヲ
長
グ
ヘ
シ

前
調
ノ
山
間
義
誼
明
書
山
之
ヲ
被
保
険
者
誼
ト
看
倣
シ
嗣
二
蹄
ノ
混
一
止
ヲ

趨
用
ス
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被
保
険
者
保
険
醤

z
p療
養
誼
明
書
J

遁
謹
7
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ

交
付
シ
タ
ル
惇
除
留
(
梶
磁
器
提
民
ノ
場
骨
一
一
於
テ
ハ
艶
足
後
ノ
保
険

E
E
)

昌
週
滞
ナ
ク
返
納
ス
へ
シ

第
四
十
入
協
被
保
険
者
保
険
箇
艶
民
ノ
偲
被
保
険
者
監
、
第
四
十
宜
保

第
三
項
ノ
書
面
又
ρ

棋
盤
誼
明
書
ノ
揺
越
ヲ
受
ケ
ム
ト
λ

ル
ト
キ
ハ
保

険
盛
担
民
Z

付
健
康
保
険
者
長
足
ハ
健
康
保
険
組
合
ノ
承
認
ア
り
タ
ル

ヨ
ト
ヲ
誼
ス
ル
書
面
ヲ
吋
骸
保
険
留
品
提
示
丸
ヘ
シ

第
四
十
九
能
被
保
険
者
ノ
掛
謎
ノ
錦
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
保
険

揖
円
値
康
保
険
暑
民
又
ハ
健
康
障
険
組
合
ノ
承
認
ヲ
盛
ケ
他
J

保
険
笛

F

診
療
ヲ
求
ム
ル
ヨ
ト
ヲ
得

緊
急
ノ
品
堕
ア
リ
ト
越
ム
ル
ト
キ
ハ
俸
険
盛
山
前
項
ノ
規
定
-
一
拘
ヲ
ス

車
三
叫
ノ
保
険
醤
ノ
診
療
ヲ
求
ム
ル
ヨ
ト
ヲ
得
比
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
共

ノ
診
療
後
週
滞
ナ
タ
其
ノ
事
由
ヲ
憧
康
保
険
署
長
文
ρ

健
康
惇
険
組
合

E

骨
H
h

へ
ν

第
五
十
除
被
保
険
者
ニ
封
シ
蕗
方
謁
フ
交
付
九
ル
場
合
-
二
世
テ
ハ
保
険

盤
ハ
蕗
方
錨
-
一
其
ノ
使
用
期
間
ノ
開
始
及
静
了
ノ
年
月
日
ヲ
記
載
ス
へ

ν
 

第
五
十
一
飾
保
険
儲
ノ
療
養
フ
畳
ク
ル
被
保
険
者
虎
方
錨
ユ
依
リ
難
糊

ノ
支
給
ヲ
受
ゲ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
蕗
方
議
ヲ
交
付
シ
タ
ル
保
険
臨

n

就
キ
療
鍵
誼
明
書
イ
児
性
ヲ
受
ク
へ
U
V

但

ν
保
険
盤
底
方
錨
ノ
唖
付

L
P

同
時
品
療
養
ヲ
錦
サ
サ
ル
品
豆
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
九

檀
保
険
者
保
険
ゐ
ノ
指
定
シ
タ
ル
礎
剤
師
(
以
下
保
険
疎
開
削
ト
棉
λ

}

三
就
キ
慮
方
舗
品
位
V
鶏
剤
ノ
支
給
ヲ
提
ケ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
被
保
険

者
詮
、
第
四
十
五
倍
第
三
割
ノ
書
面
又
《
療
養
詮
明
書
ヲ
提
示
兄
へ

法

令

U
V
 

被
保
険
者
品
川
賞
シ
蕗
醐
ノ
文
給
ヲ
鴻
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
保
陰
謀
開
師
山
被

保
険
者
誼
、
第
四
十
五
憐
第
三
項
ノ
書
面
U
A
ρ

療
養
障
明
書
-
一
第
四
十

六
傍
第
二
項
ノ
規
定
=
準
シ

ι嬰
ナ
ル
問
甑
7
錦
見
へ
レ

第
五
十
二
倍
機
構
J

給
付
7
受
タ
ル
時
病
又
で
負
傷
カ
第
三
者
J

行
局

品
目
同
ル
毛
ノ
ナ
ル
ト
キ
ρ

被
保
険
者
ハ
其
J
事
賞
、
第
三
者
J

氏
名
A

住
所
(
氏
名
又
ρ

住
所
不
静
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
)
拙
疾
病
又
ρ

負
傷
ノ

脈
況
ヲ
週
滞
ナ
タ
位
康
保
険
署
長
兄
ρ

健
闘
体
保
除
組
合
-
-
属
出
ツ
へ
シ

第
一
車
十
三
悼
被
保
脆
者
健
康
保
険
法
施
計
帝
第
士
十
七
臨
第
一
項
節
-

統
ノ
規
定
一
-
位

p
療
護
費
，
，
支
給
ヲ
畳
ケ
ム
ト
ス
ル
ト
キ
ρ
左
三
蝿
グ

ル
事
項
ヲ
属
出
ツ
内
レ

一
被
保
険
者
世
ノ
杷
観

A
番
抗

ニ
護
荊
又
円
負
傷
ノ
年
月
日

A
原
凶

一
一
一
疾
荊
又
ρ

負
傷
力
拙
常
務
よ
J

事
由
民
凶
ル
号
〆
ナ
り
ヤ
否
占
T

J

別

凹

疾

病

又
ρ

負
傷
ノ
輝
過

五

保

護
a
F

給
什
ヲ
提
タ
ル
ヨ
ト
困
難
ナ
ル
事
山

六

疾

掛

又
ρ

負
備
ヵ
第
三
者
J

行
泊
三
回
ル
毛
ノ
ナ
ル
ト
キ
丹
共
ノ

事
賞
曲
第
三
者
，
，
氏
名
比
住
所
(
氏
名
又
ハ
住
所
不
詳
ナ
ル
ト
キ
ハ

其
ノ
旨
)

疾
病
又
ハ
貰
侮
カ
業
務
上
ノ
事
由
ュ
凶
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
之
-
一
闘
ス

ル
事
業
主
ノ
誼
明
書
ヲ
前
項
ノ
屑
番
ご
陥
附
ス
へ
シ

被
保
険
省
特
別
ノ
事
情
一
-
四
リ
前
項
ノ
誰
明
書
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
符
サ

ル
ト
キ
ハ
届
嘩
=
其
ノ
旨
ヲ
抱
載
λ

へ
シ

第
五
十
四
蹄
健
康
保
険
法
施
行
令
第
七
十
七
候
第
一
項
第
二
醜
ノ
承
酪

第

二

十

四

巻

四

三

七

第

鵠

一
四
九
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ノ
申
請
書
一
一
ρ
左
一
一
個
グ
ル
J
J
剖
ヲ
記
載
ス
ヘ
レ

一
前
除
銘
一
羽
第
一
悦
乃
A
L

都
凶
披
且
村
中
ム
ハ
蹴
ニ
摘
ク
ル
事
羽

二
診
掠
ツ
受
ケ
ム

i
λ

ル
皆
川
且
内
歯
科
鎚
帥
ノ
氏
名
及
性
副
此
共

ノ
訟
山
市
ヲ
畳
ム
ソ
ム
ト
ス
ル
高
山

前
北
開
第
二
羽
ノ
規
記
ハ
前
羽
ノ
拡
合
一
7
4
7
咋
川
ス

部
出

i
五
跡
舵
民
総
肱
山
山
叫
し
釘
ι
F
M
W
じ
十
七
伐
M
W
一
羽
停
ニ
蹴
ノ
蹴
盤

究
主
給
ノ
巾
凶
k
n
↑
一
ハ
左
一
一
品
ク
ル
事
項
ヲ
記
載
入
ヘ
シ

一
被
伴
肱
北
山
川
ノ
訓
批
及
胡
批

ニ
訟
保
ノ
向
山
骨
及
川
川

三
一
訟
山
間
二
型
シ
タ
ル
費
川
ノ
廠

凹
訟
山
間
フ
必
A

ツ
サ
ル
一
二
L

リ
タ
ル
キ
ハ
比
ノ
端
山

前
羽
ノ
中
市
川
書
一
一
ρ
診
療
一
一
世

v
タ
ル
批
川
ノ
割
一
『
刷
ス
ル
読
過
叶
翻

γ
添
附
リ
ハ
ヘ
シ

都

h
I
六
峠
仙
一
は
州
出
臨
訟
施

h
げ
第
七
」
l

七
時
第
一
羽
銘
一
ニ
肌
ノ
時
議

批

主

給

巾

凶
μ

尚
一
一
戸
大
一
一
肌
ク
ル
訪
訓
ツ
刊
松
丸
へ

ν

一
都
泊
サ
一
一
一
悦
釦
一
割
和
一
蹴
乃
出
節
制
批

A
第
六
紘
一
ニ
叫
ク
ル
事

到

ニ

手

前

γ
A
A
ケ
タ
ル
悦
刷
、
繭
科
持
削
其
ノ
他
ノ
唱
ノ
氏
名
比
佐
刷

三

手

M
ノ
内
山
野
且
則
川

四
手
叫
一
一
叫
ン
ダ
ル
北
川
ノ
制

五
緊
お
ナ
リ
シ
コ
l
ノ
事
山

相
附
加
十
三
昨
炉
二
羽

A
恥
削
除
町
中
ニ
羽
ノ
却
比
円
前
羽
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
草

川
ス

第
五
十
七
酔

一

法

令

傷
病
手
品
金
支
給
ノ
前
求
書
=
ρ
左
=
拙
グ
ル
事
訓
ヲ
記

第
二
十
回
答

銘

蛾

五
O 

間
三
八

載
ス
ヘ
シ

一
被
保
険
者
ノ
記
観
バ
香
川
拙

ニ
設
的
見
ρ
負
也
ノ
年
H
M
H
A
R
N

三
疾
的
X
山

h

且
似
カ
柴
務
上
ノ
事
山

-
Nル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
抗
V

ノ
別

削
捗
務
ユ
服
ス
ル
コ
ト
抗
ρ
引
リ
シ
州
川

E

卸
州
手
引
金
力
促
山
山
川
作
除
泣
施
行
ハ
vmu
じ
十
刈
保
X
ρ
同
令
市
伊
八

十
七
峠
ノ
組
以
品
位
ル
毛
ノ
ア
ル

l
キ
ρ
半
シ
テ
制
保
険
者
一
一
怯

リ
ム
剖
ツ
耕
作
メ
ル
省
ノ
氏
名
、
止
年

H
R
A拙
保
険
者
ト
ノ
組
制
、

牧
容
ヒ
ラ
レ
タ
ル
抗
院
、
的
ん
明
山
X
ρ
械
設
削
ノ

4
m帥
ム
所
在
地
此
収

時
七
一
フ
レ
グ
ル
事
山
、
年
H
H
及
則
川

大
俗
的
手
叫
ん
A
カ
他
民
伴
険
訟
叫
行
令
鉛
八
」
l

五
抽
閉
山
肌
huu
ノ
却
応
ニ

ル
モ
ノ
フ
ル
ト
キ

2
Aノ
抑
制
ノ
制
止
期
川

七

似

病

手

hh
企
お
舵
叫
時
保
険
祉
施
行
合
部
八
十
式
保
ノ
却
広
二
依
ル

モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
企
ク
ル
コ

l
ッ
山
村
へ
刀
リ
シ
判
酬
ノ
制
叫
品
川
川
、

受
ク
ル
ー
ト
能
ρ
サ
リ

ν
和
酬
ノ
制

A
山
川
川
抗
他
民
保
険
以
施
行
令

都
λ
十
五
怯
但
古
ノ
却
記
一
一
仏
リ
受
ケ
グ
ニ
和
州
干
河
川
金
ノ
制

U
A和

酬
ヲ
誕
ク
ル
コ
ト
院
内
サ

U
S
J
劫
山

前
剖
ノ
前
申
告
エ
ハ
左
一
一
拍
ク
ル
帯
剣
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一
嗣
羽
か
ト
批
ノ
期
間
星
川
酬
ス
ル
儲
川
X
ρ
附
科
笹
川
ノ
語
且
書
及

事
誕
正
ノ
諮
問
苛

二
疾
病
又
内
負
傷
U
来
訪
上
ノ
一
一
4
山
ニ
山
ル
モ
ノ
ク
ル
ト
キ
山
之
-
一

闘
メ
ル
事
業
主
ノ
説
叫
t
H

山
間
義
ノ
給
付
ヲ
畏
ク
ル
コ
ト
附
蹴
ナ
ル
持
山
献
血
世
山
山
ノ
支
給
ヲ
丑
ク
ル
場

合
一
一
於
テ
ハ
傷
病
手
前
金
支
給
ノ
甜
求
書
ニ
円
前
訓
告
抗
ノ
書
担
ρ
之
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ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
製
ヒ
ス
此
ノ
場
合
-
一
於
テ
ハ
請
求
書
一
一
共
ノ
旨
ヲ
村
長
ノ
叫
火
訴
訟
許
監
ノ
寓
及
岨
非
三
世
シ
ダ
ル
技
用
ノ
餌
一
一
闘
ス
ル

記

故

ス

ヘ

シ

酷

四

国

古

制

ヲ

添

附

ス

へ

シ

同
一
ノ
決
州
X
ρ
負
侮
及
之
↑
一
凶
リ
設
シ
グ
ル
疾
病
-
-
付
引
続
キ
俗
的
一
一
前
時
節
一
腕
乃
至
第
三
税
一
二
冊
ク
ル
車
引

手
訓
告
ノ
諸
事
ヲ
活
ス
場
合
一
一
於
一
ア
ハ
共
ノ
請
求
百
一
一
第
二
項
銘
ニ
統
一
三
団
持
ヲ
行
じ
ダ
ル
年
月
日

ノ
箭
問
点
H

ヲ
硲
附
λ

ル
コ
ト
ヲ
叫
セ

λ

一
=
一
辿
詐
二
世
シ

9
ル
佐
川
ノ
制

第
五
十
八
怯
促
民
梓
臨
怯
品
別
十
入
降
第
一
頃
ノ
規
定
一
一
伏
ル
時
義
ノ
一
第
六
十
一
保
分
柏
町
立
支
給
ノ
拍
車
叫
由
工
品
川
一
↓
拍
ク
ル
事
羽
ヲ
記
斌
シ

給
付
ノ
中
仁
川
引
=
ρ
左
一
一
制
ク
ル
市
中
剖
ヲ
山
誠
ス
ヘ
シ
一
市
川
副
U1k、
掛
川
え
円
出
器
エ
於
一
ア
山
斥
V
A

ハ
托
丘
ノ
ヰ
抗
ヲ
詑
明

ν

一

被

侃

悩

布

ノ

氏

名

蛇

似

保

険

者

説

ノ

記

抗

及

番

抗

一

タ

ル

書

削

ヲ

添

附

ヌ

ヘ

シ

ニ

附

議

ノ

船

刊

勾

ノ

長

ケ

ム

i

ス

ル

畑

山

川

-

一

被

保

険

缶

詰

ノ

削

減

一

A
番
批

三
時
長
一
一
必
一
ス
ル
抗
川
J
H
L
桁

制

一

一

一

一

分

仰

ノ

年

月

日

凹
組
-
一
時
提
7
必

グ

ル

保

険

儲

ノ

氏

名

及

住

所

一

三

泌

氏

ナ

ル

ト

巴

キ

ハ

共

ノ

旨

五
位
成
保
険
出
第
凶
十
八
峰
佑
一
剖
第
一
僻
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
事
栄
一
第
六
十
二
峰
山
信
吾
支
給
ノ
請
求
古
一
一
ハ
古
川
一
一
川
町
一
グ
ル
#
剖
7
記
載

主

=

於

ア

扶

助

フ

局

ス

へ

キ

義

諸

ノ

サ

甜

ク

法

令

ノ

保

羽

一

ス

ヘ

シ

た
世
保
保
陥
山
付
申
凹
J
1

入
品
村
仲
一
羽
泊
中
ニ
抗
ノ
坊
合
ユ
於
一
r
ハ
拙
保
一
一
悦
保
険
者
詑
ノ
印
腕
及
帯
抗

ノ
紬
如
、
動
以

A
仰
桁
ν
λ
ρ
北
川
ノ
償
泣
一
一

H
Fん
メ

タ

ル

右

品

二

分

抽

刷

ノ

場

合

一

一

於

一

7

へ
分
娩
ノ
抽
出
定
年

H
H、
分
帥
後
ノ
均
合

部
五
十
九
能
川
明
非
料
支
給
ノ
耐
求
書
」
一
円
左
=
制
ク
ル
事
訓
プ
記
柑
シ
-
一
於
テ
ハ
分
娩
ア
り
タ
ル
』
即
日
日

市

町

村

長

ノ

叫

火

#

訟

』

悩

ノ

潟

ヲ

締

附

ス

ヘ

シ

=

一

都

務

品

服

ス

ル

コ

ト

出

ρ

サ

り

レ

馴

川

一
正
亡
シ
ダ
ル
拙
保
除
名
ノ
氏
名
山
一
則
被
伴
除
者
琉
ノ
記
枕

A
4廿
抗
凹
山
一
一
肌
手
前
金
山
拠
出
保
険
品
施
行
令
部
八
十
-
臨
第
二
一
羽
ノ
机
定

ニ
死
亡
ノ
平
日

H
A岡
山

川

一

一

依

ル

毛

ノ

ナ

ル

ト

キ

ケ

王

ト

ン

7

被

保

険

者

一

一

位

リ

生

計

ヲ

批

判

三
副
亡
一
刀
即
時
コ
一
布
ノ
行
勧
-
一
川
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ρ
北
ム
ノ
萌
抗
駐
停
ス
ル
者
ノ
氏
名
、
生
年
月
及
川
相
叫
殴
者
ト
ノ
料
相
、
収
甘
口
也
ラ
レ
タ

-
ニ
唱
ノ
氏
名

A
住
所
(
氏
名
ス
ρ
住
所
不
詳
ナ
ル
}
キ
ゴ
孔
ノ
旨
)
ル
詑
院
ノ
名
郡
且
所
布
地
品
収
容
ヒ
フ
レ
グ
ル
年

H
H
及
川
間

川

被

保

険

者

ト

前

北

省

ト

ノ

踊

制

五

山

両

手

叫

金

均

拠

出

保

除

法

他

行

令

部

八

卜

削

除

但

h

品
川
ノ
却
定
一
一

第
六
十
峠
位
以
保
険
仙
品
川
十
九
拙
阿
部
二
項
M

入
ハ
同
怯
第
五
十
六
保
第
依
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
共
ノ
報
酬
ノ
制
及
川
川

一
羽
ノ
辿
詐
批
支
給
ノ
柏
市
説
=
ρ
左
一
戸
拐
ク
ル
事
項
ヲ
記
載
シ
市
町
六
由
討
手
目
金
内
健
保
保
険
拡
施
計
令
停
λ
十
六
除
ノ
叫
丈
一
一
依
ル

法

令

停
二
十
剛
容

卦，

量E

E 

四
三
九
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法

令

モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
受
タ
ル
=
ト
ヲ
得
へ
カ
リ
シ
報
酬
J

額
及
期
間
、

昼
タ
ル
ヨ
卜
髄
ρ

サ
り
シ
報
酬
ノ
傾
u
A
期
間
挫
健
民
惇
除
法
施
行
令

第
八
十
五
踊
但
書
J

規
定
=
依
リ
受
ケ
タ
ル
出
産
手
前
金
ノ
制
反
報

酬
7
受
ク
ル
ヨ

l
龍
ハ
ザ
リ
シ
事
山

前
項
ノ
簡
求
書
一
ニ
左
ュ
掃
タ
ル
書
嗣
ヲ
添
附
ス
ヘ
シ

一
前
項
晶
即
ニ
観
J

畑
出
品
開
ス
ル
皆
醐
又
ハ
商
科
歯
師
ノ
怠
且
番

A

事
業
主
ノ
説
明
書

一
一
分
娩
ノ
撒
定
年
月
日
=
酬
ス
ル
醤
師
互
ハ
産
聾
ノ
宮
且
書

前
項
第
二
現
ノ
意
見
書
-
付
ア
ハ
第
五
十
七
降
第
四
項
ノ
規
定
ヲ
準
用

丸

第
大
十
三
路
傷
病
手
前
金
.
分
姐
費
見
山
出
産
手
首
金
J

支
給
ヲ
長
ケ

ム
ト
ス
ル
者
カ
健
蹴
保
険
法
施
行
令
第
七
飾
ノ
規
定
品
位
リ
内
務
式
臣

J

相
克
レ
タ
ル
共
済
組
合
ノ
組
合
員
R
ル
被
保
険
者
ナ
ル
ト
キ
ρ
其
ノ

輔
求
古
品
目
持
隣
組
合
ヨ
り
提
タ
ル
給
付
ノ
期
間

A
嗣
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ
坦

葬
料
又
ハ
健
康
保
険
法
第
幽
十
九
僚
第
二
項
若
ハ
同
法
第
五
十
六
保
第

二
項
ノ
埋
葬
品
宜
ノ
支
給
ヲ
畏
ケ
ム
ト
ス
ル
場
合
ユ
於
一
ア
托
亡
シ
ダ
ル
者

カ
健
康
保
険
怯
施
計
帝
第
ヒ
能
ノ
規
定
=
依
り
内
務
大
臣
ノ
暗
記
シ
タ

ル
共
済
組
合
ノ
組
合
員
タ
ル
被
保
険
者
ナ
リ
シ
ト
キ
亦
同
シ

第
六
十
四
臨
部
五
十
三
保
第
二
司
、
第
五
十
四
鵠
停
=
項
、
第
五
十
六

保
第
二
項
第
五
十
七
傑
第
二
項
第
六
十
一
保
及
第
六
十
二
路
第
二
項
ノ

規
定
一
三
根
リ
皆
師
、
歯
科
錨
師
若
ρ

産
植
樹
ノ
窟
且
書
岩
A

賭
明
書
又
州

事
業
主
若
ρ
市
町
村
長
ノ
夜
明
書
ヲ
添
附
ス
ヘ
キ
場
合
=
於
-
ア
保
険
給

甘
ノ
請
求
書
一
一
相
前
ノ
間
識
ヲ
昼
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
意
且
番

Z
A
誼
明
書

J

添
附
ヲ
省
略
ス
ル
ロ
ト
ヲ
得

第
二
十
四
巻

第

鵠

四
回

O

五

第
六
十
五
時
惇
脆
骨
付
ノ
簡
求
ρ

口
頭
ヲ
以
一
ア
之
ア
持
丸
E

ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
第
五
十
三
陸
第
二
項
、
第
五
十
凹
協
第
二
項
、

第
五
十
六
飾
部
ニ
調
、
部
五
十
じ
師
第
三
羽
.
第
六
十
一
候
及
和
六
十

ニ
飾
第
二
項
ノ
規
定
品
依
リ
請
求
書
ユ
添
附
ス
ヘ
キ
書
担
ハ
摘
求
ノ
際

之
ヲ
提
出
ス
ヘ
シ
但
シ
保
険
者
-
於
テ
其
ノ
必
弾
ナ
シ
ト
臨
ム
ル
ト
キ

ハ
此
ノ
凪
一
一
在
ラ
ス

第
六
十
六
揖
探
険
給
付
ヲ
長
ケ
占
ト
ス
ル
者
ヨ
リ
第
四
十
五
陸
第
四

項
、
第
五
十
三
傑
第
二
項
、
第
五
十
四
蹄
拍
車
二
項
、
第
五
十
六
時
第
二

項
、
第
五
十
七
協
第
二
項
及
第
六
十
二
時
第
二
項
ノ
規
定
一
二
世
ル
詮
明

書
ヲ
求
J
F

一
一
フ
レ
タ
ル

l
キ
ハ
事
業
主
ρ

正
首
ノ
事
山
ア
ル
ユ
非
サ
レ
ハ

之
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
第
六
十
回
路
ノ
規
定
一
一
依
ル
崎
明
J

記
載
ヲ
事

メ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ

第
六
十
七
操
協
鴎
保
険
組
合
内
其
ノ
管
掌
λ

ル
保
険
J

給
付
=
闘
ス
ル

手
掛
川
=
刊
第
間
十
五
障
乃
至
第
六
十
二
陣
ノ
規
定
1

拘
ラ
ス
別
院
ノ
定

ヲ
錨
ス
ヨ
ト
ヲ
得

第
六
十
λ
峰
政
府
ノ
管
掌
ス
ル
保
険
ノ
侮
病
千
常
盛
又
ρ

出
産
手
首
壷

支
給
期
日
ハ
毎
月
十
日

A
二
十
五
日
ト
ス
但
シ
毎
月
一
同
報
酬
ノ
支
抑

ヲ
長
ク
ル
被
臨
臨
者
ユ
付
テ
ハ
轟
月
二
十
五
日
ト
ス

前
項
ノ
期
日
休
日

f
官
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
棉
下
タ

毎
支
給
則
日
一
江
崎
テ
支
給
ス
ル
侮
叫
手
前
向
又
ハ
同
産
手
首
金
ハ
共
ノ

支
給
期
日
ヲ
五
日
前
迄
一
-
請
求
ア
リ
タ
ル
分
ト
ス

第
式
十
九
臨
値
崩
保
障
訟
第
四
十
七
峰
停
二
親
ノ
期
間
ρ
暦
年
毎
一
一
之

ヲ
計
算
ス

第
七
十
路
健
康
保
険
組
合
品
川
酔
テ
健
康
惇
険
法
施
行
令
第
λ
十
λ
保
第
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一
環
ノ
決
定
ヲ
鵠

ν
グ
ル
ト
キ
ハ
左
一
一
掲
ク
ル
事
項
ヲ
遅
滞
ナ
グ
批
曹
四
保
険
給
付
=
闘
ス
ル
蕗
分
ノ
通
知
ヲ
提
ケ
タ
ル
年
且
日

五

詩

求

J

事
件
及
一
定
ノ
申
立

局
長
官
ユ
報
告
ス
へ
シ

一
保
臨
斡
付
ヲ
長
ケ
又
ρ

提

ケ

ム

ト

シ

グ

ル

者

ノ

氏

名

六

諦

求

ノ

理

向

ヒ

立

醤

三

事

費

λ

年
月
日

一

時

一

時

日

及

之

ヲ

本

人

一

一

掴

知

シ

タ

ル

年

耳

目

第

二

衣

健

康

保

険

事

査

合

Z

封
ス
ル
審
査
請
求
書
三
前
項
第
一
特

集
七
十
一
保
本
章
-
一
於
テ
被
保
険
者
1
ア
ル
ハ
被
保
険
者
ノ
資
格
蝉
失
第
一
一
院
比
第
六
醜
乃
至
第
λ
親
ノ
事
項
J

外
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
シ
第
一

衣
健
保
保
険
嘩
査
官
ノ
決
定
書
又
円
其
ノ
勝
本
ヲ
添
附
又
《
シ

後
保
険
給
付
7
品
目
ク
ル
者
ヲ
合
ム
号
ノ
ト
ス

第
五
事
健
康
保
険
法
第
入
ト
憐
ノ
辞
査
手
樹
一
-
第
一
次
世
康
保
険
審
査
官
ノ
決
定
書
ノ
交
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
年

H
M

第

七

十

一

一

飾

審

査

会

者

喜

2
2
Aス

ヘ

シ

但

シ

第

五

一

二

部

門

一

衣

護

保

険

審

査

す

室

長

ス

ネ

胤

ノ

程

度

量

民

健
保
保
険
証
党
合
-
一
二
割
ス
ル
主
す
請
求
ハ
口
頭
ヲ
以
ア
之
ヲ
鵠
ス
コ
一
ノ
申
立

↑
第
七
十
四
時
口
頭
ヲ
以
一
一
ア
審
査
ヲ
請
求
シ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
輩
出
ハ

ι持

続

文

書

ヲ

以

テ

審

査

品

雪

錦

サ

ム

ト

Z
者
五
喜
一
削
除
俸
ニ
望
号
事
萌
ヲ
記
載
シ
タ
ル
霊
前
車
副
書
ヲ
作
戦
シ
蹴

求
書
=
配
唱
闘
印
シ
誼
喜
瓢
ア
ル
ト
キ
円
之
ヲ
協
附
シ
街
路
産
相
土
問

2
1よ
之
一
』
記
名
刺
印
セ
シ
メ
誼
器
削
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
提

険

審

査

官

ユ

揖

出

ス

へ

レ

一

出

セ

シ

ム

2

部

-

衣

臨

時

険

審

査

官

主

主

著

書

一

一

二

ケ

事

項

ヲ

抱

一

豊

ノ

審

査

前

事

者

三

之

ア

作

製

シ

Z
草

署

名

官

三

シ

了
時
七
十
五
日
脚
健
一
陣
笠
岡
審
査
官
審
査
ノ
前
事
ヲ
畳
ケ
タ
ル
ト
土
保
険

寸

仁

請

求

人

J

氏
名
、
佐
賀
阜
年
月
襲
査
請
求
人
柚
保
険
者
一
給
付
一
両

Z
E
Aシ
タ
ル
健
保
保
険
署
名
護
保
険
組
合
-
一

喜
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
五
サ
ル
ト
キ
五
ノ
職
業
且
被
保
険
者
一
封
シ
癖
査
請
求
書
受
章
葉
調
書
ノ
害
者
ス
へ
シ

又

川

被

保

険

者

?

シ

者

ト

命

保

一

健

康

保

険

場

主

健

威

信

組

合

芸

品

需

主

主

審

査

請

求

一
一
柚
保
険
者
又
ρ

被
保
険
者
タ
:
者
ノ
氏
名
蛇
保
険
霊
堂
ノ
一
調
書
ノ
寓
ノ
誌
付
ヲ
畳
ケ
タ
ル
ト
キ
ヱ
日
以
内
暴
寄
金
書

際
共
ノ
使
用
セ
ヲ
レ
タ
ル
工
場
又
ρ

事
業
場
J

名
稗
鳥
井
所
在
地
-
ヲ
慌
諾
健
康
保
険
嘩
査
官
=
提
出
ス
九
シ

L

i

=
一
保
険
給
付
品
ス
ル
蕗
分
ヲ
鵠
シ
タ
ル
健
一
陣
保
険
悪
文
ρ

健
康
保
第
七
十
六
保
健
康
惇
険
審
査
官
量
ア
リ
ト
臨
ム
ル
ト
キ
ハ
期
岡
ヲ
崎
市

定
シ
テ
常
事
者
交
互
一
一
一
蹄
臨
書
及
答
嬬
菩
ヲ
提
出
セ
シ
品
ル
ヨ
ト
ヲ
事

陰
極
骨
J

名
稲

第

二

十

回

巷

第

二

貌

法

告

四

回

一
五
三

-、

" 



法

ρ、
μ 

部
仁
十

t
除
恭
査
ノ
決
定
書
一
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

一
栴
査
前
求
人
ノ
氏
名
、
住
所

A
生
年
H

二
保
険
給
付
一
二
剛
ス
ル
島
公
ヲ
蕗
シ
タ
ル
健
康
僻
殴
砦
又
ハ
健
民
保

険
組
合
ノ
名
税

三

決

起

主

主

間
決
定
ノ
剛
山

z
n
h
H
H
 

M
羽
ノ
決
iL古
ノ
則
容
一
円
三
W
H
I
M
柾
名
捺
印
λ

ヘ
ジ

部
じ
十
人
保
健
闘
保
険
緋
光
申
ハ
州
路
ノ
決
止
中
古
ノ
版
本
z

基
キ
正
本

副
本
台
一
泊
ヲ
作
製
シ
位
以
保
険
持
盗
合
ノ
印
ヲ
押
錯
そ
7

遅
滞
ナ
ク

正
本
ρ

之
ヲ
高
A
V

削
求
人
ニ
辺
什
シ
山
本
内
之
ヲ
刷
妬
ア
ル
位
脱
保
険

磐
又
ρ

世
臨
保
険
組
合
一
一
法
付
λ

へ
シ

一
昨
量
的
事
入
品
川
淵

ν
決
定
占
ヲ
-
河
川
刊
ス
ル
コ
ト
ヲ
何
サ
ル
ト
キ
ρ

他
民

悲
光
合
ρ

共
ノ
決
定
書
ヲ
拙
一
M
帆
一
一
純
一
部
ス
ヘ
シ

前
説
ノ
拙
示
ア
り
タ
ル
後
七
日
ヲ
経
過
シ
ダ
ル
ト
キ
内
決
定
者
ノ
交
付

ア
リ
タ
ル
号
ノ
l
者
倣
λ

第
七
十
九
踏
出
光
前
求
人
ハ
他
山
保
険
臨
時
査
官
=
封
シ
出
定
世
ノ
謄
本

ノ」文ハ判
17

前
市
ス
ル
コ
ト
ヲ
刊

第

六

卒

剖

則

第
八
十
能
左
ノ
奇
概
ノ
一
一
一
該
岱
λ

ル
者
ρ

百
同
以
下
ノ
剖
金
又
ハ
科

料
一
て
車
ス

一
第
三
降
、
第
削
除
、
弟
十
帳
、
串

T
一
一
時
、
第
十
七
飾
品
一
現
及

第
十
八
峠
乃
至
第
二
十
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